
船舶事故調査報告書 

平成３０年３月２８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２９年１１月１３日 ０９時４０分ごろ 

発生場所 香川県三豊
み と よ

市粟
あわ

島南方沖 

 箱埼灯台から真方位１０８°１.６海里付近 

 （概位 北緯３４°１５.１′ 東経１３３°３７.３′） 

事故の概要  プレジャーボート正義
せ い ぎ

丸Ⅱは、南西進中、また、プレジャーボート

R M S
アールエムエス

は、漂泊中、両船が衝突した。 

事故調査の経過 平成２９年１１月２１日、主管調査官（広島事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ プレジャーボート 正義丸Ⅱ、５トン未満（長さ６.２７ｍ） 

   ２８０－３７４０１香川、個人所有 

Ｂ プレジャーボート RMS、５トン未満（長さ５.０９ｍ） 

   ２８０－１１５２３香川、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、二級小型・特殊・特定 

Ｂ 船長Ｂ、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に擦過傷等 

Ｂ 船尾部外板に擦過傷等 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南東、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、約５ノットの対地速力で南西進

中、船長Ａが、前路に他船を見掛けなかったので、航行に支障となる

他船がいないものと思い、魚群探知機の画面を見ていてふと顔を上げ

たところ、前路で漂泊中のＢ船に気付き、急いで機関を中立にしたも

のの、Ｂ船と衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、船首を南西方に向けて漂泊中、

船長Ｂが、左舷船縁で右舷方を向いてしゃがみ込み、用便を足してい

たところ、船尾方から接近して来たＡ船に気付いて間もなく、Ａ船と

衝突した。 

分析  Ａ船は、南西進中、船長Ａが、魚群探知機の画面を見ていて船首方

の見張りを適切に行っていなかったことから、前路で漂泊中のＢ船に

気付くのが遅れ、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、用便を足していて周囲の見張りを適切

に行っていなかったことから、船尾方から接近して来たＡ船に気付く

のが遅れ、Ａ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が南西進中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａ及び船長Ｂが共



 

に見張りを適切に行っていなかったため、両船が衝突したものと考え

られる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、他のことに没頭することなく、常時適切な見張りを行

うこと。 

 ・漂泊中であっても、周囲の状況を確認し、他船の早期発見に努め

ること。 


